
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本レポートにおいて、TFP は、広義の技術進歩を表すもの（生産要素の投入に依存し

ない生産効率の向上、経済成長のうち労働投入量の増加、資本投入量の増加によって説

明できない部分（業務効率の改善といった労働や資本の質の向上等）が含まれる。）とす

る。 

  また、全要素生産性の変動は景気変動の影響を受ける点に、留意が必要。 

生産年齢人口、ＧＤＰ、ＴＦＰ（全要素生産性）の関係 

 

① 1990 年代半ば頃までは、生産年齢人口（15～64 歳人口）が増加するにつ

れて、実質 GDP も上昇していた。90 年代半ば以降は、生産年齢人口が減少

する中で、実質 GDP の伸びが鈍化している。（図１） 

 

② GDP 上昇の要因を分解してみると、90 年代以降労働投入量が減少してい

るが、それを上回る資本の投入や TFP の伸びがあったため、GDP は上昇し

ていた。しかし、2000 年代後半、TFP の伸びが減少に転じたことにより、

GDP が減少した。（図２） 

 

③ 今後、支える人（生産年齢人口）１人当たりの支えられる人（１５歳未満

人口や６５歳以上人口）が増えていくことが予想される。（図３） 

 

④ 生産年齢人口の減少が日本の経済成長の制約にならないようにするため

に、TFP の上昇や労働・資本の投入量の増加が重要であるが、労働政策とし

ては、TFP の上昇や就業率の向上のために、次のことが必要になる。 

ⅰ 性、年齢を問わず能力発揮できる就労環境の整備 

ⅱ 高度な能力を持つ人材の育成 

ⅲ 労働市場のマッチング効率の向上 
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問い合わせ先 

職業安定局雇用政策課 

木村 亮 

  直通：  03-3502 -6770   
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